
 

 

中区山下町公園前集積場所での環境改善の取り組みについて 

 

１ 趣旨 

横浜中華街の一部の集積場所（中区山下町公園前集積場所）では、収集曜日・排出時間

が守られていないことや、事業系ごみの排出、不特定多数の通行者によるごみの投棄など

から、街の景観が損なわれていました。 

そこで、当該集積場所付近の環境改善として、地元関係者などとの連携・協力のもと、

集積場所の変更及び効果の把握などを行いました。 

 

２ 取組内容 

  ・通行者が多い当該集積場所を廃止し、新たに居住者の身近な場所（15 か所）に集積場

所を設置 
  ・当該集積場所付近には、プランター設置などによる美化の取組及び不法投棄の防止の

ため、警察署の協力のもと地元町内会が監視カメラを設置 
 
３ 実施団体・協力団体 

(1) 実施団体 

横浜市（資源循環局中事務所、都市整備局、中区役所）、山下町町内会 
(2) 協力団体 

横浜中華街「街づくり」団体連合協議会、横浜中華街発展会協同組合、 
神奈川県警察加賀町警察署、武松商事株式会社、横浜環境保全株式会社 

 
４ 取組経過 

月日 内容 

H28.12～H29.8 当該集積場所付近の環境改善策について関係者で協議 

H29.８～H29.10 住民向け説明会及び周辺店舗への周知を実施 

H29.11.6 
山下町公園前の集積場所を廃止 

新たに周辺 15 か所に集積場所を設置 

 
５ 取組の効果 

・集積場所の廃止により、当該箇所付近では不適正排出がなくなり、臭気や散乱の問題 
もなくなりました。 

・街の景観はもとより、住環境としても改善が図られました。 
  ・監視カメラを設置したことなどにより、不法投棄がなくなりました。 
  ・新たに設置した集積場所についても、適正な状態が保たれています。 
  
６ 今後の取組 

 引き続き、地元関係者の方々とともに、新旧集積場所付近の状況把握を続けます。 
 また、中華街関係者との連携のもと、分別など、ごみ出しルールの理解促進を含めた 
美化活動を進めます。 
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＜参考＞廃止集積場所及び新たに集積場所を設置したエリア（15か所）

廃止した集積場所

新たに集積場所を設置したエリア（15か所）

廃止前 廃止後


